
　　　　　　　　　主　　　　文
　　　　　一、　原判決中一審原告勝訴の部分を除きその余を取り消す。
　　　　　二、　一審被告Ａ、同Ｂを除く一審被告ら八名は、一審原告とともに別
紙目録記載の土地につき愛知県知事に対し農地法第五条の規定による許可申請手続
をなし、右許可があつたときは一審原告に対し、右土地につき名古屋法務局古沢出
張所昭和三六年九月二五日受付第二六〇〇九号、原因昭和三六年九月一三日売買予
約、権利者訴外Ｃ（同出張所昭和三八年四月一八日受付第一一六二九号附記登記、
原因右同日譲渡、権利者一審原告）なる所有権移転請求権保全仮登記に基く本登記
手続をせよ。
　　　　　三、　一審被告Ａ、同Ｂは一審原告が右本登記手続をなす場合において
はこれを承諾せよ。
　　　　　四、　一審被告Ａの控訴を棄却する。
　　　　　五、　訴訟費用中一審被告Ａの控訴費用は同人の負担とし、その余の部
分は第一、二審とも一審被告らの負担とする。
　　　　　六、　この判決は、第四項に限り仮に執行することができる。
　　　　　　　　　事　　　　実
　一審原告訴訟代理人は、
　一、　原判決中一審原告勝訴の部分を除きその余を取り消す。
　二、　一審被告Ａ、同Ｂを除くその余の一審被告らは、一審原告とともに別紙目
録記載の上地（以下「本件土地」という。）につき愛知県知事に対し農地法第五条
の規定による許可申請手続をなし、右許可のあつたときは、一審原告に対し、名古
屋法務局古沢出張所昭和三六年九月二五日受付第二六〇〇九号、原因昭和三六年九
月一三日売買予約、権利者訴外Ｃ（同出張所昭和三八年四月一八日受付第一一六二
九号、原因同日譲渡、権利者一審原告）なる所有権移転請求権保全仮登記に基く本
登記手続をせよ。
　一審被告Ａ、同Ｂは、一審原告が右本登記手続をなすことを承諾せよ。
　一審被告Ａは、一審原告に対し、本件土地の周囲に設置した鉄条網を撤去せよ。
　訴訟費用は、第一、二審とも一審被告らの負担とする。
　との判決並に工作物収去を命じた部分につき仮執行の宣言を求める。
　三、　仮に、右二の請求が認容されないときは、
　一審被告Ａ、同Ｂを除くその余の一審被告らは、訴外Ｃ（多治見市ａ町ｂ丁目ｃ
番地）とともに本件土地につき愛知県知事に対し農地法第五条による許可申請手続
をなし、右許可があつたときは、右Ｃに対し前記受付第二六〇〇九号仮登記に基く
本登記手続をせよ。
　一審被告Ａ、同Ｂは、一審原告が右本登記手続をなすことを承諾せよ。
　訴訟費用は、第一、二審とも一審被告らの負担とする。
　との判決を求める。
　旨申し立て、一審被告Ａの控訴に対し、一審被告Ａの控訴を棄却する、控訴費用
は同一審被告の負担とする、との判決を求めた。
　一審被告Ｄ、同Ｅ三名、同Ａ、同Ｂ各訴訟代理人、一審被告Ｆ法定代理人は、一
審原告の控訴を棄却する、当審における新請求（予備的請求）を棄却する、控訴費
用は一審原告の負担とする、との判決を求めた。
　一審被告Ａ訴訟代理人は、原判決中一審被告Ａ敗訴の部分を取り消す、一審原告
の請求を棄却する、訴訟費用は第一、二審とも一審原告の負担とする、との判決を
求めた。
　一審被告Ｅ、同Ｇ両名は、当審において適式の呼出を受けながら各口頭弁論期日
に出頭せす、答弁書その他の準備書面をも提出しなかつた。
　当事者双方の事実上の陳述並びに証拠の提出、援用、認否は左に附加するほか原
判決事実摘示と同一である（ただし、原判決五枚目裏五行目から同七枚目表五行目
までおよび同九枚目表三行目の「予備的請求原因」から同四行目の「成立したこ
と」までを削る。）から、これをここに引用する。
　（一審原告の主張）
　一、　本件土地の当初の所有者Ｅは、訴外Ｃに対し本件土地を売り渡したのであ
るが、農地法所定の愛知県知事の許可がないので、ただちに所有権移転登記ができ
ないため、売買予約を原因とする所有権移転請求権保全仮登記を経由したのであ
る。従つて、Ｅは、Ｃに対し、本件土地につき印鑑証明書を添付した不動産売渡証
書、地目変更に要する委任状、所有権移転登記手続に必要な委任状等を交付ずみで
あり、かつ、県知事に対し農地法五条による許可申請手続並びに右許可ありたると



きは、所有権移転登記手続をなすべき義務を負つていたものである。
　二、　そこで、一審原告は、訴外Ｃから同人がＥに対して有する本件土地売買契
約上の買主たる地位並びに前記仮登記に基づく地位を譲り受け、前記仮登記につき
譲渡を原因とする移転の附記登記を了し、他方、昭和三八年四月一八日右Ｅとの間
に、一審原告は本件土地を直接Ｅから買い受ける、同訴外人は一審原告のため農地
法所定の転用許可申請手続をなす旨の売買契約を締結し、その旨の不動産売買公正
証書を作成し、追加代金として六〇万円を右Ｅに支払つた。
　三、　すなわち、一審原告は、Ｅの相続人たる一審被告ら（ただしＡ、Ｂの両名
を除く。）に対し右公正証書に基づく売買契約により所有権移転登記手続の請求を
なすこともできるし、また、訴外Ｃから譲渡を受けた仮登記に基いて本登記請求を
もなし得るのであつて、本訴においては後者を選択訴求しているものである。換言
すれば、第一審原告は、訴外Ｅとの間に前記公正証書により、本件上地の所有権移
転の合意並びに農地転用許可申請をなすべき合意をなしており、かつ、訴外Ｃから
仮登記の譲渡をも受けているので、直接Ｅに対し右仮登記の本登記手続を請求する
ことができるのである。
　四、　予備的請求の原因（当審において追加）。
　もし、第一次請求が認められないときは、訴外ＣはＥに対し本件土地につき前記
受付第二六〇〇九号の仮登記に基づく本登記を請求し得る権利を有し、また、一審
原告は右Ｃに対し本件土地の所有権移転登記をなすことを請求する権利を有するの
であるから、債権者代位権に基づき右Ｃの権利を代位行使し、一審被告ら（Ａ、Ｂ
を除く。）に対しＣに対し前記仮登記の本登記手続をなすことを求める。一審被告
Ａ、同Ｂは右本登記手続をなすにつき承諾をなすべきである。
　（一審被告Ｅ三名、同Ａ、同Ｂの主張）
　予備的請求の原因は争う。
　訴外Ｃの仮登記は既に一審原告に譲渡されており、同訴外人は何らの権利も有し
ていないから、同人の権利を代位行使する旨の一審原告の請求は失当である。ま
た、農地につき農地法五条所定の許可ありたることを条件とする所有権移転登記手
続を求める代位権の行使は違法である。
　証拠関係（省略）
　　　　　　　　　理　　　　由
　一、　訴外Ｅが、昭和二七年八月二九日相続により本件土地の所有権を取得した
こと、右訴外人が昭和三六年九月一三日訴外Ｃに対し、本件土地を愛知県知事にお
いて宅地に転用する許可を与えることを条件として所有権を移転する旨の契約をな
し、右Ｃにおいて右権利を保全するため同年同月二五日本件土地につき名古屋法務
局古沢出張所同日受付第二六〇〇九号をもつて同年同月一三日売買予約を原因とす
る所有権移転請求権保全仮登記をなしたこと、その後、昭和四一年二月一一日にい
たり本件土地につき一審被告Ａのため同四〇年一一月二二日売買を原因とする所有
権移転登記が、また、一審被告Ｂのため同四一年一月三一日停止条件付代物弁済契
約を原因とする所有権移転仮登記並びに右同日設定契約を原因とする根抵当権設定
登記がなされたこと、以上の事実は一審被告Ｅとの関係においては民訴法一四〇条
三項によりこれを自白したものとみなされ、一審被告Ｇ両名、同Ｆとの関係におい
ては、公文書であるから真正に成立したものと認められる甲第一号証、原審証人Ｈ
の証言により成立を認め得る同第四号証、原審証人Ｉの証言および同証言により成
立を認め得る同第九号証を綜合してこれを認めることができ、その余の一審被告ら
はいずれもこれを認めている。
　二、　一審原告が、昭和三八年四月一八日訴外Ｃから本件土地に関する同人の権
利の譲渡を受け、即日前記古沢出張所受付第一一六二九号をもつてその旨附記登記
をなしたことは、一審被告Ｄはこれを認め、一審被告Ｅとの関係では民訴法一四〇
条三項によりこれを自白したものとみなされ、その余の一審被告らとの関係では、
前記甲第一号証、原審証人Ｉ、同Ｈ、当審証人Ｃの各証言、右Ｈ証人の証言によつ
て成立を認める甲第三号証（一審被告Ｅ三名、同Ａ、同Ｂは成立を認める。）を綜
合してこれを認めることができる。しかして、前記甲第一、三、四、九号証、公文
書であるから真正に成立したものと認められる同第二、五、六号証、右Ｈ証人の証
言によつて成立を認め得る同第七、八号証、前記Ｉ、Ｈ、Ｃ各証人の証言を綜合す
れば、訴外Ｃは、昭和三六年九月一三日当時の所有者Ｅから本件土地を買い受けた
が、本件土地は農地であつて、農業を営んでいない右Ｃはこれにつき所有権移転登
記を受けることができないので、ひとまず、前記のように所有権移転請求権保全仮
登記をなしたうえ、代金全額を支払い、Ｅの署名捺印ある本件土地の売渡証書、地



目変換および売買による所有権移転登記用の委任状、同人の印鑑証明書等を受け取
つていたこと、しかるに、本件土地につき所有権移転の本登記がなされないうち、
昭和三八年四月頃右Ｃは訴外Ｊの仲介により前記Ｅとの売買契約による権利を一坪
当り三万円の割合で一審原告に譲渡し、同月一八日前記認定のように所有権移転請
求権保全の仮登記につき譲渡を原因とする附記登記を経由したこと、その際一審原
告は右Ｊの指示により後日Ｅから間違いなく本登記を受けることができるようにす
るためとのことで、右同日Ｅとの間で、「一審原告は、本件土地をＥから代金六〇
万円で買い受ける。Ｅは一審原告の請求があつたときは本件土地を宅地に転用する
ための許可申請手続をなす。右許可があつたときは、Ｅは一審原告に対し所有権移
転登記手続をなす。」ことを要旨とする不動産売買契約公正証書を作成したうえ、
六〇万円をＥに支払つたこと等の事実を認めることができ、右認定をくつがえすに
足りる証拠はない。
　<要旨>右認定の事実関係によれば、Ｃは農地法五条所定の愛知県知事の許可を条
件として本件土地をＥ</要旨>Ｅから買い受け所有権移転請求権保全の仮登記を取得
し、次いで右売買契約上の買主たる地位を一審原告に譲渡し、右仮登記につき譲渡
の附記登記をなしたのであるから、これにより一審原告は右Ｅに対し直接買主たる
地位に立つにいたつたものというべく、次いで、一審原告は右Ｅに対し本件土地に
つき宅地に転用する許可申請手続をなすべきことおよび右許可ありたるときは一審
原告のため所有権移転登記手続をなすべきことを約せしめ、もつて、右買主たる地
位の譲渡につき右Ｅの承諾を得たのであるから、これによつて、直接右Ｅに対し本
件土地につき愛知県知事に対する転用許可申請並びに右許可ありたるときにおいて
前記仮登記の本登記手続をなすべきことを求め得るにいたつたものというべきであ
る。
　もつとも、右Ｅの一審原告に対する右許可申請並びに登記手続をなすことの承諾
は形式的には両者の間の売買契約の条項として合意されたものではあるけれども、
右は一審原告やＪが法律に暗かつたため売買契約の形式を践んだにすぎず、その真
意は本件土地を重ねてＥから買い受けるというにあつたものではなく（Ｅに支払わ
れた六〇万円は本件土地の売買代金としては著しく低額である。）、Ｃより取得し
た仮登記に基づく地位を保持しつつ、確実に右Ｅより本件土地の移転登記を得よう
とするにあつたことは疑いを容れないから、右合意が形式上売買契約の条項の一部
とされていることはいまだもつて前記のように解することの妨げとなるものではな
い。
　なお、右のように解すると、買主たる地位の譲渡を受けた者と当初の売主たる農
地所有者とが（中間者を省略して）農地法五条の許可申請をなすことを認めること
になり、中間者が右法条所定の許可を与えるに値しないような者であつた場合にお
いて不当な結果を生ずるとの非難があり得るであろう。しかしながら、農地の買主
からその地位の譲渡を受けた者が、該譲渡につき所有者（当初の売主）の承諾を
得、かつ、これに対し直接自己と共同して前記許可申請をなすべきことを約せしめ
ている場合においては、右地位譲受人は法律上、所有者に対し直接の買主たる地位
に立つものであるから、この者が、所有者に対し前記許可申請をなすにつき協力を
請求する権利を有することを否定する根拠はこれを見出し得ない。両者の間に中間
者が介在している事実があり、これが因をなして農地転用許可が与えられないこと
があり得るとしても、右は許可申請のなされた後、行政庁がその専権により決すべ
きことがらであつて、かかる危惧が存するの一事をもつて、裁判所は、前記のごと
き地位譲受人が農地所有者に転用許可申請についての協力を訴求するのに対し、た
だちにこれを拒否する態度に出るべきではないと考える。したがつて、前記非難は
失当であるといわなければならない。
　三、　次に、右Ｅが昭和四〇年七月六日死亡し、一審被告Ａ、同Ｂを除く一審被
告八名がこれを相続し、訴外人の権利義務一切を承継したことは一審被告らにおい
て明らかに争わないからこれを自白したものとみなされる。しからば、一審原告
は、右一審被告ら八名に対し、本件土地につき愛知県知事に対し、農地法五条の規
定による許可申請手続をなし、かつ、前記所有権移転請求権保全仮登記（附記登記
を含む。）の本登記手続をなすべきことを求める権利があるというべきである。も
つとも、右本登記手続請求は、将来の給付の訴であるけれども、本件訴訟における
一審被告らの態度に徴し右知事の許可ありたる場合においても同人らの任意の履行
は到底これを望み得ないと認められるから予めその請求をなす必要ある場合にあた
るものというべきである。
　四、　一審被告Ａ、同Ｂの有する前記所有権移転登記、停止条件付所有権移転仮



登記、根抵当権設定登記は、一審原告が附記登記により譲渡を受けた前記仮登記に
後れるものであることは明らかであるから、一審原告において県知事の転用許可を
受けたうえ右仮登記の本登記をなす場合においては、これについて承諾をなす義務
がある。しかして、一審原告のこの請求もまた将来の給付の訴に属するというべき
であるが、これについても前項同様予めその請求をなす必要があるということがで
きる。
　五、　進んで、一審原告の一審被告Ａに対する鉄条網撤去請求について審究する
に、一審被告Ａが本件土地の周囲に鉄条網を設置していることは当事者間に争いが
なく、昭和四一年四月一日本件土地を撮影した写真であることに争いがない甲第一
〇、一一号証、成立に争いない乙第一号証、原審証人Ｈの証言、原審における一審
被告Ａ本人尋問の結果を綜合すれば、一審原告は、訴外Ｃより昭和三八年四月本件
土地の引渡を受け、昭和三九年夏頃これに盛土をなし、昭和四一年二月頃その地上
に物置小屋の建築をはじめたこと、しかるに一審被告Ａはこれより先昭和四〇年一
一月中名古屋高等裁判所における調停においてＥの相続人より本件土地を買い受け
ていたため、一審原告の右建築工事を不当なりとし同四一年三月中本件土地の周囲
に杭を打ち鉄条網をめぐらして右工事を妨害するにいたつたことが認められ、右認
定を左右するに足る証拠はない。してみると、一審被告は一審原告の本件土地の占
有を妨害しているものということができるから、占有権に基づき一審被告Ａに対し
右鉄条網の撤去を求める一審原告の請求は正当として認容すべきである。
　六、　以上説示のとおりであるから、一審原告の第一次の請求は全部正当として
認容すべく、右と異なる原判決中一審原告敗訴部分を取り消し、一審被告Ａの控訴
を棄却し、訴訟費用の負担につき民訴法九六条、八九条、九三条一項本文、鉄条網
撤去を命じた部分の仮執行宣言につき同法一九六条を適用して主文のとおり判決す
る。
　（裁判長裁判官　伊藤淳吉　裁判官　宮本聖司　裁判官　土田勇）
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